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◆保安検査（法第35条）

第一種製造者には、特定施設（特に保安を要するものとして指定

された製造施設）が技術上の基準に適合しているかどうか、定期的

に保安検査を受けることが義務付けられています。

高圧ガス保安法第35条（保安検査）

第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがあ

る製造のための施設（特定施設）について、定期に、都道府県知事が

行う保安検査を受けなければならない。

ただし、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定保安検査

機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は

この限りでない。
※条文を加工したもの
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◆当該年度における保安検査

例年３月頃にお知らせを行っております。

※２年又は３年周期により
当該年度の受検がない場合は
【○年度受検なし】
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◆保安検査

• 【検査実施機関】及び【検査予定日】は、前回の検査や過去

に伺った検査時期の希望などを参考に、県で調整したものです。

• 次の場合は、できる限り早く工業振興課保安担当まで

ご連絡ください。

✓ 検査実施機関を県に変更したい場合

✓ 県による保安検査の実施日を変更したい場合

検査時期の希望などがあれば、適宜お知らせください。

検査日調整の参考といたします。
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◆県による保安検査受検の流れ

① 検査予定日の30日前までに【保安検査申請書】を県に提出

□ 正本１部、副本１部
□ 電子納付又はPOSレジによる納付
※POSレジ納付の場合郵送は不可
□ 切手を貼付した返信用封筒（副本返送用）

② 保安検査を受検

検査項目について事前検査を実施し、その記録を検査当日
に用意してください。

保安検査受検時の留意事項は【説明動画：保安検査の概
要及び留意事項】を参照ください。

③ 保安検査証交付（後日郵送）
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◆指定保安検査機関等による保安検査受検の流れ

① 検査日が決定し次第、県に検査日を報告（別添をメール等）

② 保安検査を受検

③ 【保安検査受検届書】を県に提出

□ 正本１部、副本１部（郵送も可能）
□ 切手を貼付した返信用封筒（副本返送用）
※届出漏れが無いようにご注意ください。

指定保安検査機関等から県に提出される【保安検査結果報告書】の内容
について、受検者にも確認させていただくことがありますので、

その際はご対応のほどよろしくお願いします。
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※以下担当者欄は割愛

別添
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◆立入検査（法第62条）

都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止の

ために必要があると認めるときは、高圧ガスを製造、貯蔵、販売、消

費する者及び容器検査所等に対し、事業所等に立ち入り、帳簿書

類その他必要な物件の検査及び関係者への質問等をすることがで

きるとされています。

栃木県では、「立入検査実施要領」を定め、第一種製造者（冷

凍除く）及び容器検査所への定期的な立入検査を実施し、高圧ガ

ス事故の未然防止等を図ることとしています。
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◆立入検査予定日時

例年３月頃にお知らせを行っております。

～第一種製造者～

※立入検査がない場合には、
「○年度の検査予定なし」と
記載しています。
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◆立入検査の流れ

① 検査日の通知

３月頃に発出される通知のとおり

② 立入検査に対応

書類検査及び聞き取り調査のほか、必要に応じて現場確認

③ 立入検査結果の確認

県が検査調書に記載した検査結果を確認

※ 検査調書は、当日コピーをとることが可能です。

都合がつかない場合は、
日程を再調整しますので、
早めにご連絡ください。
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◆ 第一種製造者

① 県による保安検査受検者

⇒ 保安検査に併せて立入検査を実施

【検査項目】

➢ 保安検査が毎年の場合 ⇒ 検査調書の項目AかBと重点確認項目

※毎年AとBを交互に実施

➢ 保安検査が２年又は３年毎の場合 ⇒ 検査調書の項目すべて

② 指定保安検査機関等による保安検査受検者

⇒ ６年ごとに立入検査を実施（検査日は通知による）

【検査項目】 検査調書の項目すべて

◆ 高圧ガス事故が発生した事業所

⇒ 事故の内容や繰り返しの状況に応じて実施
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◆第一種製造者の検査項目

【第一種製造者立入検査調書】のとおり

調書及び関係書類一覧は県ホームページに掲載しています。
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◆第一種製造者の検査項目

検査項目Aでは、保安体制や保安教育、定期自主検査などにつ

いて検査します。
免状で受講記録を
確認します。

高圧ガス取扱い等
に関する事項を教
育してください。

保安検査対象外の２種規模施設でも、許可に
含まれるものは定期自主検査を確認します。

特消施設は、消費側の
検査状況も確認します。
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◆第一種製造者の検査項目

検査項目Bでは、日常点検や月例点検の実施状況、帳簿などに

ついて検査します。

容器授受簿では、空容器の引上げ（返却）
記録も確認します。
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◆第一種製造者の検査項目

重点確認項目として、製造の方法や開放検査周期の管理状況、

充塡所などで販売も行う場合は販売の基準についても検査します。

そのほか、災害対策やリスクマネジメント、スマート保安の取組状

況などを確認します。
開放検査の適正な実施について、
【周期の設定】や【腐食性のない
ガスでの対応】などを確認します。

新たな取組等を中心に
状況を伺います。
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◆当該年度における立入検査

例年３月頃にお知らせを行っております。

～容器検査所～

※R7年度に立入検査を行わな
い方には、次回予定年度を記
載しています。
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◆容器検査所

① 更新時検査

⇒ 登録期間を満了する日の年度内に立入検査を実施

② 中間検査

⇒ 登録期間の中間日がある年度内に立入検査を実施
（検査日は通知による）

※いずれも【検査項目】は検査調書の項目すべて

◆高圧ガス事故が発生した事業所

⇒ 事故の内容や繰り返しの状況に応じて実施
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◆容器検査所の検査項目

【容器検査所立入検査調書】のとおり

検査項目が多いので説明は割愛

！調書は県ホームページからダウンロードしてください。
！検査所においてあらかじめ記載する必要ありません。



ご視聴ありがとうございました。

今後とも「法令の遵守」及び「保安の確保」に
ご協力をお願いいたします。

～各種申請・届出様式は、栃木県HPからダウンロードできます～

【QRコード】

栃木県高圧ガスHPトップ

様式ダウンロード
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